
 

令和５年 第６回美里町農業委員会総会会議録 

 

１．開 催 期 日  令和５年６月２６日 

２．開 催 場 所  美里町役場２０１会議室 

３．開催時刻及び宣告者  午後 １時３０分 会長 

４．閉会時刻及び宣言者  午後 ３時４５分 会長代理 

５．議 長  会長 根岸 茂登雄 

６．委 員 出 席 状 況 

議席番号 農業委員氏名 出欠席 議席番号 
農地利用最適推進委員

氏 名 
出欠席 

 １  関根 尚子 出席 東児玉１  井上  彰 欠席 

 ２ 塚田 あつ子 〃  〃 ２ 井上  進 出席 

 ３ 深田 敏男 〃  〃 ３ 岡部 順一 〃 

 ４ 長谷川 雄二 〃  〃 ４ 萩原 良三 〃 

 ５  飯野 泰司 欠席 松久 １ 小暮 義昭 〃 

 ６  中沢 秀樹 出席  〃 ２ 田端 益隆 〃 

 ７         中島  勝 〃  〃 ３ 德世 久美子 欠席 

 ８  坂本 典穗 欠席  〃 ４ 播摩 卓也 出席 

 ９ 中沢 健太郎 出席 大沢 １ 阿武 富士子 欠席 

１０  根岸 茂登雄 〃  〃 ２ 栗原 裕 出席 

１１  中嶋 敬子 〃  〃 ３ 根岸 上 〃 

農業委員会委員     出席：９名   欠席：２名  計：１１名 

農地利用最適化推進委員 出席：８名   欠席：３名  計：１１名 

７．会 議 参 与 者  なし 

８．事務局職員出席者  丸山 保  松田 寛之  上田 禎礎 

９．会 議 進 行 状 況 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

皆さんこんにちは。時間になりましたので、はじめさせていただきます。ただ

いまの出席数は農業委員９人、農地利用最適化推進委員８人です。農業委員の過

半数に達しましたので、これより農業委員会総会第６回会議を開きます。 

 会議規則第１３条第２項の規定により、議事録署名人に６番委員並びに７番委

員を指名いたします。 

 会議規則第４条の規定により、議長を務めさせていただきます。これより、議

事に入ります。 

 

初めに、営農型太陽光発電関連議案の、第１号議案 農地法第５条の規定によ

る許可後の計画変更申請について、第２号議案 農地法第３条、第５条の規定に
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よる許可申請について、第１号報告事項について、一括して審議いたします。事

務局より説明をお願いします。 

 

 

 営農型太陽光発電施設については、農地に支柱を立てて、営農を適切に継続し

ながら上部空間に太陽光パネルを設置して発電を行うものです。 

農地法の手続きとしましては、３年ごとに３条で太陽光パネルが上空を覆うため

地上権の許可、５条で太陽光パネルの支柱部分についての一時転用許可が必要と

なります。 

今回の申請は営農型太陽光発電施設２期分として、平成２６年７月に許可を受

けた事業で、その後、平成２９年７月、令和２年７月にパネル下での営農に問題

がないとして３年の一時転用許可を受けたものです。 

 

３ページをご覧ください。第１号議案 農地法第５条の規定による許可後の計

画変更になります。申請者住所・氏名 当初事業計画者 ○○○○○○○○○△

丁目△△番△△号 ○○○○○○○○○○△△△△ ○○ ○○ 

承継者 ○○○○○○○○△丁目△△番△△－△△△号 株式会社○○ ○○ 

代表取締役 ○○ ○○ 土地の所在 大字○○字○○△△△番 地目 畑 面

積 ４，３５２㎡の内１．４６２㎡ 持分 ７分の４ 権利区分 賃貸借権  

転用目的 一時転用 営農型太陽光発電施設 申請理由 個人資産の健全化を

図るため代表を務める法人に名義変更を行いました。売却にあたり、認識不足に

より、農地法の手続きを経ずに進めてしまいました。今後は諸法規を守り、当該

農地に係る計画変更は今回限りにするとのことです。 

１４ページをご覧ください。位置図と付近の状況図になります。次ページをご

覧ください。赤枠内の発電施設が対象地となります。 

事業計画者の変更申請については、埼玉県の農地調整関係事務処理要領におい

て、次の３点すべてに該当するときは、承認することができるとあります。 

・変更後の転用事業がその事業計画に従って実施されることが確実であると認め

られること。 

・変更後の転用事業により周辺の地域における農業等に及ぼす影響が、変更前の

転用事業による影響に比べてそれと同程度又はそれ以下であると認められるこ

と。 

・変更後の転用事業が農地転用許可基準により許可相当であると認められるもの

であること。 

これら３点については、すべて該当すると思われます。 

続きまして５ページをご覧ください。第２号議案 農地法第３条の規定による

許可申請案件ついて説明させていただきます。 

番号１ 借人 ○○○○○○○○△丁目△△番△△号 ○○○○○○○○△

△△△ ○○ ○○ 貸人 大字○○△△△△番地 ○○ ○○ 大字○○△△



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△△番地 ○○ ○○ 大字○○△△△番地 ○○ ○○  土地の所在 大字

○○字○○△△番△ △△番△ 大字○○字○○○○△△番 地目 畑 面積 

９３２㎡ 持分１分の１ 地目 畑 面積 １，９１０㎡ 持分２分の１ 地目 

畑 面積 ２，５２２㎡ 持分４分の１ 計３筆 ２，５１８㎡ 

権利内容 地上権 一時転用許可日から令和８年７月１３日まで 理由 太陽

光設備の設置のため 農業者年金 無 借受地 ２，５１８㎡ 位置 第１種農

地 農用地区域外 境内地に接続 第２種農地 農用地区域外 宅地に接続 

第１種農地 農用地 宅地から５０ｍ  

１１ページが位置図と付近の状況図です。１２、１３ページの赤枠内の発電施設

部分が対象となります。 

番号２ 借人 ○○○○○○○○△丁目△△番△△－△△△号 株式会社○

○○○ 代表取締役 ○○ ○○ 貸人 大字○○△△△△番地 ○○ ○ 土

地の所在 大字○○字○○△△△番 地目 畑 面積 ４，３５２㎡ 持分 ７

分の４ 計１筆 ２，４８７㎡ 権利内容 地上権 一時転用許可日から令和８

年７月１３日まで 理由 太陽光設備の設置のため 農業者年金 無 借受地 

２，４８７㎡ 位置 第１種農地 農用地 宅地に接続 

１４ページが位置図と付近の状況図です。１５ページの赤枠内の発電施設部分が

対象となります。 

番号３ 借人 ○○○○○○○○○○△△番△△号 ○○○○○○○株式会

社 代表取締役 ○○ ○○ 貸人 大字○○△△△△番地 ○○ ○○ 土地

の所在 大字○○字○○△△番△ 地目 畑 面積 １，１３５㎡ 持分 １分

の１ 計１筆 １，１３５㎡ 権利内容 地上権 一時転用許可日から令和８年

７月１３日まで 理由 太陽光設備の設置のため 農業者年金 無 借受地 

１，１３５㎡ 位置 第２種農地 農用地区域外 宅地に接続。 

１６ページが位置図と付近の状況図です。１７ページの赤枠内の発電施設部分が

対象となります。 

番号４ 借人 ○○○○○○○○△丁目△△△△番地△△ ○○ ○○  貸

人 大字○○△△△△番地 ○○ ○○ 土地の所在 大字○○字○○△△番△ 

地目 畑 面積 １，９１０㎡ 持分 ２分の１ 計 １筆 ９５５㎡ 権利内

容 地上権 一時転用許可日から令和８年７月１３日まで 理由 太陽光設備

の設置のため 農業者年金 無 借受地 ９５５㎡ 位置 第２種農地 農用

地区域外 宅地に接続 １８ページが位置図と付近の状況図です。１９ページの

赤枠内の発電施設部分が対象となります。 

番号５借人 ○○○○○△△△番地△ ○○ ○○ 貸人 大字○○△△△番

地 ○○ ○○ 土地の所在 大字○○字○○○○△△番 地目 畑 面積 

２，５２２㎡ 持分 ４分の１ 計 １筆 ６３１㎡ 権利内容 地上権 一時

転用許可日から令和８年７月１３日まで 理由 太陽光設備の設置のため 農

業者年金 無 借受地 ６３１㎡ 位置 第１種農地 農用地 宅地から５０

ｍ ２０ページが位置図と付近の状況図です。２１ページの赤枠内の発電施設部



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分が対象となります。 

番号６ 借人 ○○○○○○○○△丁目△△－△△ ○○○○○○○ 株式

会社 ○○○○○○○○ 代表取締役 ○○ ○○ 貸人 大字○○△△△番地 

○○ ○○ 大字○○△△△番地△ ○○ ○○ 土地の所在 大字○○字○○

○○△△番 大字○○字○○△△△番 地目 畑 面積 ２，５２２㎡ 持分４

分の１ 地目 畑 面積 ３，２５３㎡ 持分 ５分の１ 計 ２筆 １，２８

１㎡ 権利内容 地上権 一時転用許可日から令和８年７月１３日まで 理由 

太陽光設備の設置のため 農業者年金 無 借受地 １，２８１㎡ 位置 第１

種農地 農用地 宅地から５０ｍ 第１種農地 農用地 宅地に接続 

２２、２３ページが位置図と付近の状況図です。２３、２４ページの番号６の赤

枠内の発電施設部分が対象となります。 

番号７ 借人 ○○○○○○○○○○△△△－△△－△ ○○ ○○ 貸人 

大字○○△△△番地 ○○ ○○ 大字○○△△△番地△ ○○ ○○ 土地の

所在 大字○○字○○○○△△番 大字○○字○○△△△番 地目 畑 面積

２，５２２㎡ 持分 ４分の１ 地目 畑 面積 ３，２５３㎡ 持分５分の１ 

計 ２筆 １，２８１㎡ 権利内容 地上権 一時転用許可日から令和８年７月

１３日まで 理由 太陽光設備の設置のため 農業者年金 無 借受地 １，２

８１㎡ 位置 第１種農地 農用地 宅地から５０ｍ 第１種農地 農用地 

宅地に接続 ２２、２３ページが位置図と付近の状況図です。２３、２４ページ

の番号７の赤枠内の発電施設部分が対象となります。 

番号８ 借人 ○○○○○○○○△丁目△番△△号 ○○ ○○ 貸人 大字

○○△△△△番地△ ○○ ○ 大字○○△△△番地 ○○ ○○○ 土地の所

在 大字○○字○○△△△番△、△ △△△番△ 地目 畑 面積 ３１４㎡ 

持分 １分の１ 地目 畑 １，１４３㎡ 持分 ２分の１ 地目 畑 面積 

６８２㎡ 持分 １分の１ 計 ３筆 １，５６８㎡ 権利内容 地上権 一時

転用許可日から令和８年７月１３日まで 理由 太陽光設備の設置のため 農

業者年金 無 借受地 １５６８㎡ 位置 第１種農地 農用地 宅地から６

０ｍ 第１種農地 農用地 宅地から４０ｍ 第１種農地 農用地 宅地から

５０ｍ ２５ページが位置図と付近の状況図です。２６ページの赤枠内の発電施

設部分が対象となります。 

 

番号９ 借人 ○○○○○○○○△△番△△号 合同会社○○○○○○ 代

表社員 ○○ ○ 貸人 大字○○△△△△番地△ ○○ ○ 土地の所在 大

字○○字○○△△△番△ 地目 畑 面積 １，１４３㎡ 持分 ２分の１ 計

１筆 ５７２㎡ 権利内容 地上権 一時転用許可日から令和８年７月１３日

まで 理由 太陽光設備の設置のため 農業者年金 無 借受地 ５７２㎡ 

位置 第１種農地 農用地 宅地から４０ｍ ２７ページが位置図と付近の状

況図です。２８ページの赤枠内の発電施設部分が対象となります。 

番号１０ 借人 ○○○○○○○○△丁目△番△△号 合同会社○○○○ 代



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表社員 ○○ ○  貸人 大字○○△△△番地△ ○○ ○○ 大字○○△△

△△番地 ○○ ○ 土地の所在 大字○○字○○△△△番 大字○○字○○△

△△番 地目 畑 面積 ３，２５３㎡ 持分 ５分の１ 地目 畑 面積 

４，３５２㎡ 持分 ７分の１ 計 ２筆 １，２７２㎡ 権利内容 地上権 

一時転用許可日から令和８年７月１３日まで 理由 太陽光設備の設置のため 

農業者年金 無 借受地 １，２７２㎡ 位置 第１種農地 農用地 宅地に接

続 第１種農地 農用地 宅地に接続 ２９ページが位置図と付近の状況図で

す。３０ページの赤枠内の発電施設部分が対象となります。 

番号１１ 借人 ○○○○○○○△丁目△△番△△号 ○○ ○ 貸人 大字

○○△△△番地△ ○○ ○○ 土地の所在 大字○○字○○△△△番 地目 

畑 面積 ３，２５３㎡ 持分５分の１ 計 １筆 ６５１㎡ 権利内容 地上

権 一時転用許可日から令和８年７月１３日まで 理由 太陽光設備の設置の

ため 農業者年金 無 借受地 ６５１㎡ 位置 第１種農地 農用地 宅地

に接続 ３１ページが位置図と付近の状況図です。３２ページの番号１１の赤枠

内の発電施設部分が対象となります。 

番号１２ 借人 ○○○○○○○○○○○○△丁目△△番地△△ 有限会社 

○○ 代表取締役 ○○ ○○ 貸人 大字○○△△△番地△ ○○ ○ 土地

の所在 大字○○字○○△△△番 地目 畑 面積 ３，２５３㎡ 持分５分の

１ 計１筆 ６５１㎡ 権利内容 地上権 一時転用許可日から令和８年７月

１３日まで 理由 太陽光設備の設置のため 農業者年金 無 借受地 ６５

１㎡ 位置 第１種農地 農用地 宅地に接続 ３１ページが位置図と付近の

状況図です。３２ページの番号１２の赤枠内の発電施設部分が対象となります。 

番号１３ 借人 ○○○○○○○○△丁目△番△号 株式会社○○○○○○

代表取締役 ○○ ○○ 貸人 大字○○△△△△番地 ○○ ○ 土地の所在 

大字○○字○○△△△番 地目 畑 面積 ４，３５２㎡ 持分７分の２ 計１

筆 １，２４３㎡ 権利内容 地上権 一時転用許可日から令和８年７月１３日

まで 理由 太陽光設備の設置のため 農業者年金 無 借受地 １，２４３㎡ 

位置 第１種農地 農用地 宅地に接続 ３３ページが位置図と付近の状況図

です。３４ページの番号１２の赤枠内の発電施設部分が対象となります。 

３条の地上権の許可基準につきましては、周辺農地の営農に支障がないこと。

営農を行うものに同意を得ていることとなっております。 

周辺農地からはこれまでも苦情等なく、また営農を行う○○○○○○からも同

意書が提出されています。 

第２号議案 農地法第３条につきましては以上です。 

続きまして、８ページをご覧ください。  

第２号議案 農地法第５条の規定による許可申請案件ついて説明させていた

だきます。 

番号１ 申請者住所・氏名 土地の所在・地目については３条の番号１と同様

です。面積 ９３２㎡の内 ０．３６５５㎡ 持分１分の１ １，９１０㎡の内 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０．３６５５㎡ 持分２分の１ ２，５２２㎡の内 ０．３６５５㎡ 持分４分

の１ 計３筆 ５，３６４㎡の内 １．０９６５㎡ 転用目的 一時転用 営農

型太陽光発電施設 権利内容 賃貸借権 許可日から令和８年７月１３日まで 

申請内容 職業 不動産賃貸管理会社経営 太陽光パネル４８０枚 発電出力

１２０．０ｋＷ 取得状況 昭和５７年３月５日 換地処分 平成３１年２月１

３日 相続 昭和５７年２月２０日 換地処分 仮登記・抵当権 無  

位置及び図面については３条の番号１と同様です。 

番号２ 申請者住所・氏名 土地の所在・地目については３条の番号２と同様

です。面積 ４，３５２㎡の内 １．４６２０㎡ 持分７分の４ 計１筆 ４，

３５２㎡の内 １．４６２０㎡ 転用目的 一時転用 営農型太陽光発電施設 

権利内容 賃貸借権 許可日から令和８年７月１３日まで 申請内容 職業 

不動産賃貸管理業 太陽光パネル６４０枚 発電出力１６０．０ｋＷ 取得状況 

平成２０年５月３日 相続 仮登記・抵当権 無  

位置及び図面については３条の番号２と同様です。 

番号３ 申請者住所・氏名 土地の所在・地目 については３条の番号３と同

様です。面積 １，１３５㎡の内 ０．３６５５㎡ 持分１分の１ 計１筆 １，

１３５㎡の内 ０．３６５５㎡ 転用目的 一時転用 営農型太陽光発電施設 

権利内容 賃貸借権 許可日から令和８年７月１３日まで 申請内容 職業 

建設業 太陽光パネル１６０枚 発電出力４０．０ｋＷ 取得状況 平成２９年

７月１８日 相続 仮登記・抵当権 無 

位置及び図面については３条の番号３と同様です。 

番号４ 申請者住所・氏名 土地の所在・地目 については３条の番号４と同

様です。面積 １，９１０㎡の内 ０．４０７０㎡ 持分２分の１ 計１筆 １，

９１０㎡の内 ０．４０７０㎡ 転用目的 一時転用 営農型太陽光発電施設 

権利内容 賃貸借権 許可日から令和８年７月１３日まで 申請内容 職業 

会社員 太陽光パネル１６０枚 発電出力４０．０ｋＷ 取得状況 平成３１年

２月１３日 相続 仮登記・抵当権 無 

位置及び図面については３条の番号４と同様です。 

番号５ 申請者住所・氏名 土地の所在・地目 については３条の番号５と同

様です。面積 ２，５２２㎡の内 ０．３８１７㎡ 持分４分の１ 計１筆 ２，

５２２㎡の内 ０．３８１７㎡ 転用目的 一時転用 営農型太陽光発電施設 

権利内容 賃貸借権 許可日から令和８年７月１３日まで 申請内容 職業 

会社員 太陽光パネル１６０枚 発電出力４０．０ｋＷ 取得状況 昭和５７年

２月２０日 換地処分 仮登記・抵当権 無 

位置及び図面については３条の番号５と同様です。 

番号６ 申請者住所・氏名 土地の所在・地目 については３条の番号６と同

様です。面積 ２，５２２㎡の内 ０．３６５５㎡ 持分４分の１ ３，２５３

㎡の内 ０．３４９３㎡ 持分５分の１ 計２筆 ５，７７５㎡の内 ０．７１

４８㎡ 転用目的 一時転用 営農型太陽光発電施設 権利内容 賃貸借権 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可日から令和８年７月１３日まで 申請内容 職業 情報サービス業 太陽

光パネル３２０枚 発電出力８０．０ｋＷ 取得状況 昭和５７年２月２０日 

換地処分 令和２年６月１７日 相続 仮登記・抵当権 無 

位置及び図面については３条の番号６と同様です。 

番号７ 申請者住所・氏名 土地の所在・地目 については３条の番号７と同

様です。面積 ２，５２２㎡の内 ０．３８１７㎡ 持分４分の１ ３，２５３

㎡の内 ０．３４９３㎡ 持分５分の１ 計２筆 ５，７７５㎡の内 ０．７３

１０㎡ 転用目的 一時転用 営農型太陽光発電施設 権利内容 賃貸借権 

許可日から令和８年７月１３日まで 申請内容 職業 会社役員 太陽光パネ

ル３２０枚 発電出力８０．０ｋＷ 取得状況 昭和５７年２月２０日 換地処

分 令和２年６月１７日 相続 仮登記・抵当権 無 

位置及び図面については３条の番号７と同様です。 

番号８ 申請者住所・氏名 土地の所在 地目 については３条の番号８と同

様です。面積 ３１４㎡の内 ０．１５４９㎡ 持分１分の１  １，１４３㎡

の内 ０．２５２１㎡ 持分２分の１  ６８２㎡の内 ０．３４９３㎡ 持分

１分の１  計３筆 ２，１３９㎡の内 ０．７５６３㎡ 転用目的 一時転用 

営農型太陽光発電施設 権利内容 賃貸借権 許可日から令和８年７月１３日

まで 申請内容 職業 会社員 太陽光パネル３２０枚 発電出力８０．０ｋＷ 

取得状況 令和元年７月３０日 相続 令和元年７月３０日 相続 平成１５

年１月５日 相続 仮登記・抵当権 無 

位置及び図面については３条の番号８と同様です。 

番号９ 申請者住所・氏名 土地の所在・地目 については３条の番号９と同

様です。面積 １，１４３㎡の内 ０．３６５５㎡ 持分２分の１ 計１筆 １，

１４３㎡の内 ０．３６５５㎡ 転用目的 一時転用 営農型太陽光発電施設 

権利内容 賃貸借権 許可日から令和８年７月１３日まで 申請内容 職業 

サービス業 太陽光パネル１６０枚 発電出力４０．０ｋＷ 取得状況 令和元

年７月３０日 相続 仮登記・抵当権 無 

位置及び図面については３条の番号９と同様です。 

番号１０ 申請者住所・氏名 土地の所在 地目 については３条の番号１０

と同様です。面積 ３，２５３㎡の内 ０．３６５５㎡ 持分５分の１  ４，

３５２㎡の内 ０．３４９３㎡ 持分７分の１ 計２筆 ７，６０５㎡の内 ０．

７１４８㎡ 転用目的 一時転用 営農型太陽光発電施設 権利内容 賃貸借

権 許可日から令和８年７月１３日まで 申請内容 職業 不動産賃貸業 太

陽光パネル３２０枚 発電出力８０．０ｋＷ 取得状況 令和２年６月１７日 

相続 平成２０年５月３日 相続 仮登記・抵当権 無 

位置及び図面については３条の番号１０と同様です。 

番号１１ 申請者住所・氏名 土地の所在・地目 については３条の番号１１

と同様です。面積 ３，２５３㎡の内 ０．３６５５㎡ 持分５分の１ 計１筆 

３，２５３㎡の内 ０．３６５５㎡ 転用目的 一時転用 営農型太陽光発電施



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

設 権利内容 賃貸借権 許可日から令和８年７月１３日まで 申請内容 職

業 会社経営 太陽光パネル１６０枚 発電出力４０．０ｋＷ 取得状況 令和

２年６月１７日 相続 仮登記・抵当権 無 位置及び図面については３条の番

号１１と同様です。 

番号１２ 申請者住所・氏名 土地の所在・地目 については３条の番号１２

と同様です。面積 ３，２５３㎡の内 ０．３６５５㎡ 持分５分の１ 計１筆 

３，２５３㎡の内 ０．３６５５㎡ 転用目的 一時転用 営農型太陽光発電施

設 権利内容 賃貸借権 許可日から令和８年７月１３日まで 申請内容 職

業 不動産賃貸業 太陽光パネル１６０枚 発電出力４０．０ｋＷ 取得状況 

令和２年６月１７日 相続 仮登記・抵当権 無 位置及び図面については３条

の番号１２同様です。 

番号１３ 申請者住所・氏名 土地の所在・地目については３条の番号１３と

同様です。面積 ４，３５２㎡の内 ０．７１４８㎡ 持分７分の２ 計１筆 

４，３５２㎡の内 ０．７１４８㎡ 転用目的 一時転用 営農型太陽光発電施

設 権利内容 賃貸借権 許可日から令和８年７月１３日まで 申請内容 職

業 再生エネルギー関連事業 太陽光パネル３２０枚 発電出力８０．０ｋＷ 

取得状況 平成２０年５月３日 相続 仮登記・抵当権 無 

位置及び図面については３条の番号１３同様です。 

５条の一時転用許可基準につきましては、太陽光パネル下部の農地における営

農の適切な継続が確実であることが必要となります。その基準として地域の平均

的な収穫量と比較して８割以上を満たすこととなっております。 

榊の９年目の地域の平均収穫量、１０アール当たり４，０５０本に対し、４，

２０６本と上回っております。また、売り上げにつきましては、３年前の更新時

は１区画当たり約△△△△円のところ、販路拡大に努めた結果、今回は約△△△

△円となったとの報告を受けております。 

第２号議案 農地法第５条につきましては以上です。 

つづきまして４９ページをご覧ください。第１号報告事項 農地法第１８条第

６項の規定による通知について説明させていただきます。 

第１号議案計画変更申請により当初計画者が設定している地上権を解除する

ものです。 

貸主 大字○○△△△△番地 ○○ ○ 借主 ○○○○○○○○△丁目△△

番△△ ○○○○○○○○○○○○△△△△ ○○ ○○ 土地の所在 大字○

○字○○△△△番 地目 畑 面積 ４，３５２㎡ 契約設定時期 令和２年７

月１４日 合意解約成立の日 令和５年５月１０日 地上権  

営農型太陽光発電施設関連についての説明は以上となりますので、一括での審

議をお願いいたします。 

 

 

営農型太陽光発電関連の第１号議案、第２号議案を審議いたします。 



 

 

 

推進委員 

大沢２番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久２番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いいたします。大沢２番 

 

 

 第１号議案の計画変更の申請理由の中で、個人資産の健全化とありますが、こ

れまでは健全ではなかったのか、具体的に説明をお願いいたします。 

 

 

事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

申し訳ございません。これまでが健全ではなかったのかですが、提出されてい

る書類の中では分かりません。 

 

 

それでは事務局は、次回までに申請人に確認し報告をお願いします。 

その他推進委員の方より意見がありましたら挙手をお願いします。松久１番 

 

 

申請地を現地確認しましたが、太陽光の下部で営農している榊ですが、場所に

よっては大きく育っていたり、成長段階のところだったり様々でしたが、枯れて

しまっているところは見受けられませんでした。以前と変化はないように感じま

した。 

 

 

その他推進委員の方より意見がありましたら挙手をお願いします。松久２番 

 

 

今回更新ということですが、申請にあたって内容が前回と同じという確認はと

れているのでしょうか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

申請者からは、毎年に一度太陽光パネルの下の営農状況の報告を提出されてお

ります。また、今回の更新にあたっての添付書類を確認すると、前回から変更が

あったのは計画変更のみになります。 

 

 



推進委員 

松久２番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

大沢２番 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

推進委員 

大沢２番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

推進委員 

大沢２番 

 

議 長 

受人の職業を見ると個人と法人のところがありますが、前回から会社がなくな

っているということはないのでしょうか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

更新にあたり、会社の全部事項証明書をつけていただいており会社があるとい

うことは確認しております。 

 

 

その他推進委員の方より意見がありましたら挙手をお願いします。大沢２番 

 

 

住所が海外の方がおりますが、この方はずっとそこに住んでいるのでしょうか 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

添付書類の中に住民票がありますが、平成２８年に海外へ出国となっておりま

す。 

 

 

毎年報告があるということですが、その報告の時は提出に来られているのでし

ょうか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

毎年報告いただいているのは、太陽光の下部の作物の営農状況ですので、太陽

光の売電者からは特に報告はいただいておりません。 

 

 

株式会社○○○○は何を行っている会社なのでしょうか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 



 

 

事務局 

 

 

 

 

推進委員 

大沢２番 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

３番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

７番委員 

 

 

 

 

会社の履歴事項証明書の事業内容を確認するとソフトウェアの開発、インター

ネットによる情報サービス業、太陽光パネルの施設管理等を行っているとのこと

です。 

 

 

太陽光パネルの管理は誰が行っているのでしょうか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

太陽光の下部を管理している株式会社○○○○が何かあれば報告をし、受人が

対応しているのだと思われます。 

 

 

その他の推進委員の方より質問がありましたら挙手をお願いします。質問がな

いようですので、次に農業委員の方より質問がありましたら挙手をお願いしま

す。３番委員。 

 

 

受人の名前を見ると個人と法人の代表の名前が一緒の方がいますが、分けてい

る理由は何ですか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

理由については本人に聞いてみないと分からないですが、おそらく資産の分散

化をし、リスクの低減をしているのだと思われます。 

 

 

他に農業委員の方より質問がありましたら挙手をお願いします。７番委員。 

 

 

報告事項の解約の理由を教えてください。 

 

 



議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

１番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

１番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

１番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

解約の理由ですが、第１号議案の計画変更に伴う解約になります。個人で持っ

ていた権利を法人に変更する内容でございます。 

 

 

 他に農業委員の方より質問がありましたら挙手をお願いします。１番委員。 

 

 

申請の理由で名義変更（売却）とありますが、売却とありますがどういう意味

でしょうか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

名義変更（売却）ですが、個人の権利を会社に売却するのだと思われます。 

 

 

会社の議事録等には、その旨が書かれているのでしょうか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

議事録ではないのですが、今回の件で会社の合意形成の同意書が提出されてお

ります。 

 

 

その会社の履歴事項全部証明書には、太陽光発電に関する旨は記載されており

ますか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

履歴事項全部証明書をみると記載されております。 

 



 

議 長 

 

 

４番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他に農業委員の方より質問がありましたら挙手をお願いします。４番委員。 

 

 

太陽光パネルのメーターは受人ごとに設置されているのでしょうか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

申し訳ございません。そこまで把握しておりません。 

 

 

事務局は次回までに調べて報告してください。 

 

 

その他の農業委員の方より質問がありましたら挙手をお願いします。質問がな

いようですから、採決したいと思います。それでは第１号議案について、承認相当

と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

（農業委員全員挙手） 

 

 

賛成全員つき、承認相当と決定します。 

 

 

続いて、第２号議案の営農型太陽光関連の農地法第３条について、許可と思われる

農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

（農業委員全員挙手） 

 

 

賛成全員につき、許可と決定します。 

 

 

続いて、第２号議案の営農型太陽光関連農地法第５条について、許可相当と思われ

る農業委員の方の挙手を求めます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

（農業委員全員挙手） 

 

 

賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

 営農型太陽光発電関連の第１号議案、第２号議案の審議が終わりましたので、事務

局長より審議結果の確認をお願いします。 

 

 

営農型太陽光関連の農地法第５条の計画変更については承認相当、営農型太陽

光関連の農地法第３条番号１から番号１３については許可、営農型太陽光関連の

農地法第５条番号１から番号１３については許可相当と議決されました。 

 

 

続きまして、第３号議案 農地法第３条を議題といたします。３条の番号１につい

て、事務局より説明をお願いします。 

      

 

３ページ番号１をご覧ください。受人 大字○○△△△△番地△ ○○ ○○ 渡

人 大字○○△△△△番地△ 土地の所在 大字○○字○○○△△△△番△、△△△

△番△ 地目 畑 面積１，２８６㎡、８６２㎡の２筆 計２，１４８㎡ 権利内容 

所有権 理由 規模拡大 農業者年金 無 自作地 １８，３５９㎡ 借受地３６，

２６１㎡ 貸付地５，１５６㎡ 取得状況 令和３年１１月７日 相続 不耕作無 

家族数６ 従農数１ 経態 兼業 所有機械 トラクター３台、コンバイン１台、耕

耘機２台、田植え機２台、防除機２台、トラック３台 位置 農用地区域外 自宅か

ら１．５キロメートル 取得前 畑 取得後 畑 

３７ページをご覧ください。左側が付近の状況図、右側が公図の写しでございます。 

申請地は大字○○字○○○地内にあり、現在は露地野菜等を栽培されております。 

 受人は現在５８歳で、主に受人が農業に常時従事しており妻と娘が農作業の補助を

しているとのことです。主な栽培作物は米麦、野菜を栽培しております。 

 申請に至った理由ですが、渡人は耕作できないため、受人は、今後も規模拡大して

いきたいとのことです。 

以上番号１の案件になります。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

３条の番号１を審議いたします。農業委員２番より補足説明がありましたらお願い



 

 

 

２番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

大沢３番 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

大沢２番 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

推進委員 

大沢３番 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

します。 

 

 

先日現地の方を確認してきました。荒れてもないですし特に問題はないと思いま

す。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

次に、推進委員大沢３番より意見がありましたらお願いします。 

 

 

 先日現地確認してきました。現地の方はネギやいもが植わっておりますが、現在耕

作している方とは話はついているとのことですので問題はないと思います。 

 

 

次に、その他の推進委員の方で意見がありましたらお願いします。大沢２番。 

 

 

貸付地はどういう方に貸しているのですか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

農地の近くの担い手に貸しております。 

 

 

貸付地は受人の所有農地なのでしょうか。又貸しはされていませんか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

受人の所有農地で、又貸しはしておりません。 

 

 

 その他の推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がない

ようですので次に移ります。 

 次に農業委員の方で質問がありましたら挙手をお願いします。１番委員 

 



 

１番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

１番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

６番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 かなり多くの農地を耕作されており、従農数も１人で兼業とのことですが、職

業は何をやられている方でしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 受人の職業ですが、農業と建設業で、美里町にある株式会社○○○○で働いて

いるとのことです。 

 

 

 受人が会社を経営されているのですか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 代表取締役とのことですので、受人が経営されているのだと思われます。 

 

 

 他に農業委員の方で質問がありましたら挙手をお願いします。６番委員 

 

 

 参考に売買金額を教えてください。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 一反当たり約△△△△円とのことです。 

 

 

その他の農業委員、推進委員の方より意見がありましたら挙手をお願いしま

す。質問がないようですから、採決したいと思います。農地法第３条の番号１に

ついて、許可と思われる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 



 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 賛成全員につき、許可と決定します。 

 

 

３条の審議が終わりましたので事務局長より審議結果の確認をお願いします。 

 

 

農地法第３条の番号１の案件につきましては許可と議決されました。 

 

 

 第２号議案 農地法第５条の規定による許可申請案件について議題といたし

ます。番号１について事務局より説明をお願いします。 

 

 

 受人 大字○○△△△△番地△ 合同会社 ○○ 代表社員 ○○ ○○ 渡

人 ○○県○○市○○町△丁目△△番地△△ ○○ ○○  

土地の所在 大字○○字○○○○ △△△△番△ 畑 １筆 １，８０８㎡  

転用目的 店舗及びドッグラン用地 権利内容 所有権 申請内容 職業 ド

ッグラン事業 店舗 １棟 ９６．８８㎡ ドッグラン ６８４．３０㎡  取

得状況 平成２６年１０月３１日 相続 

仮登記・抵当権 無  位置 第２種農地 農用地区域外 宅地から７ｍ 

４０ページをご覧ください。場所は大字○○字○○○○地内の農地になりま

す。次ページをご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

受人は、ドッグラン事業や飲食店の経営、弁当の製造販売等を目的として、令

和５年３月に設立された会社です。 

事業の性質上、ある程度の広さが必要なことや、犬の鳴き声などに配慮し住宅密

集地から離れていること、また、遠方のお客様にも来てもらいたいとの思いで幹

線道路に近いこと、などを条件に土地を探した結果、こちらの土地での申請に至

ったそうです。道路接続については、申請地西の６．７ｍ道路に水道と集落排水

を接続するとのことです。 

店舗９６．８８㎡とドッグラン ６８４．３０㎡を建設予定です。 

今回の事業につきましては、町の開発協議会において協議済みで、同意がなされ

ております。 

３９ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

 

農地法第５条の規定による番号１を審議いたします。農業委員２番より補足説

明をお願いいたします。 



 

 

２番委員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

大沢３番 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久２番 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

推進委員 

松久２番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

先日現地の方確認させていただきました。町の開発も問題なく、隣地の方の同

意書もあるとのことなので問題はないと思います。ご審議の程よろしくお願いい

たします。 

 

 

次に、推進委員大沢３番より意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 先日現地確認しました。ドックランとのことで、飼育するわけではないですし、

鳴き声については隣地とよく話し合って苦情が出ないようにしていただければ

問題はないと思います。ご審議の程よろしくお願いします。 

 

 

 その他の推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。松久２番 

 

 

 駐車場はどのくらい確保する予定でしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 駐車場ですが、お客様が７台分、従業員が２台分確保しているとのことです。 

 

 

 犬の鳴き声が気になると思われますが、隣地の方の同意はとれているのでしょ

うか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 区長の同意書と隣地の方の同意書をもらっていると建設課から聞いています。 

 

 

他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がないよう

ですので次に移ります。 



 

 

 

１番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。１番委員。 

 

 

 水道の水圧は、問題はないのでしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 上下水道課に伺ったところ、水圧には問題があるとのことなので敷地内に受水

槽を設置して、夜間に受水槽に水を張って日中はそこの水を使うとのことです。 

 

 

他に農業委員の方で質問のある方の挙手をお願いします。質問がないようです

から、採決したいと思います。農地法第５条の番号１について、許可相当と思わ

れる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

続きまして、農地法第５条の番号２について事務局より説明をお願いします。 

 

 

 受人 大字○○○△△△番△△ 有限会社 ○○○○○ 代表取締役 ○○ 

○ 渡人 大字○○○△△△番地 ○○ ○○ 土地の所在 大字○○○字○○ 

△△△番 地目 田 １筆 ４８４㎡ 転用目的 駐車場及び資材置場 権利

内容 所有権 申請内容 職業 広告看板業  

駐車場１４台 資材置場２０㎡  取得状況 昭和４４年１２月２日 相続 

仮登記・抵当権 無  位置 第１種農地 農用地区域外 宅地に接続 

今回の申請地は、農用地からの除外の件で、以前の総会で意見をいただいた案件

です。 

４２ページをご覧ください。場所は大字○○○字○○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

受人は、申請地北側の○○○△△△番地△△に、平成１９年から事務所と作業

場をかまえ営業をしています。順調に事業が推移したこともあり、従業員数や保



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進委員 

東児玉３番 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久２番 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

有車両の増加に伴い、事業所内が手狭になってきたため、敷地の拡張を計画した

そうです。申請地の地権者に計画を相談したところ、了承が得られたため、今回

の申請となりました。申請地に隣接する町道について、拡幅の計画があることか

ら、拡幅部分を確保したうえで、駐車場及び資材置場として使用予定です。 

３９ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

農地法第５条の番号２を審議いたします。推進委員東児玉３番より意見があり

ましたら、お願いいたします。 

 

 

 先日現地確認しました。申請地は長年特に何も栽培していないようです。特に

問題はないと思いますのでご審議の程よろしくお願いします。 

 

 

その他の推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。松久１番 

 

 

 歩道の計画があるとのことですが、詳しく教えていただけますでしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 建設課に伺ったところ、道路の拡張の計画はあるとのことですが、まだ地権者

との同意もまだとのことで、具体的な配置図もまだないとのことです。 

 

 

 他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。松久２番。 

 

 

 申請地高さがありますが、土留め工事はされるのでしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 隣接する農地との間は、土留め工事を行うと聞いております。 

 

 



議 長 

 

 

 

 

１番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

３番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がないよう

ですので次に移ります。 

 次に農業委員の方で質問がありましたら挙手をお願いします。１番委員 

 

 

 転用後は道路拡張の同意は、今回の受人にするということですか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 土地の所有名義が受人に変わるため、道路拡張の同意も受人になります。 

 

 

 その他の農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。３番委員 

 

 

 今回の申請は以前もあったと思います。再提出の理由は何ですか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 今回は再提出ではなく、前回農業委員会に挙がったのは農用地から除外する際

の意見照会になります。 

 

 

他に、農業委員の方で質問のある方の挙手をお願いします。質問がないようで

すから、採決したいと思います。農地法第５条の番号２について、許可相当と思

われる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

 続きまして農地法第５条の番号３について事務局より説明をお願いします。 



 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

９番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久４番 

 

 

 

 

 

 受人 ○○市○○○△△△△番地 株式会社 ○○○○○ 渡人 大字○○

△△△番地 ○○ ○○ 土地の所在 大字○○字○○△△△△番△、△△△△

番△ 地目 畑 ２９１㎡ １，６８７㎡ 計 ２筆 １，９７８㎡ 

転用目的 倉庫 権利内容 所有権 申請内容 職業 食品製造業 倉庫１０

５．２８㎡ ３棟 倉庫 ８４．００㎡ １棟 全て平屋建て 取得状況 平成

２４年３月３日 相続 

仮登記・抵当権 無 位置 第３種農地 農用地区域外 宅地に接続 

４４ページをご覧ください。場所は大字○○字○○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

受人は、食料品の製造、加工、販売等を行っている業者です。近年、取引先各

社への納品量が増加している状況で、自社所有倉庫のみでは足りず、近隣他社の

倉庫を借りて保管している状態です。 

保管品が今後増えることや配送作業の効率化を図るため、新たな倉庫を計画し

ましたが、自社の敷地内ではスペースがなく、また、周囲も家屋等で囲まれてい

るため敷地拡張ができず、代替え地を探していたそうです。 

倉庫建設ができる広さがあり、かつ、スマートインターに近く配送に便利なため

今回の申請に至ったそうです。 

冷蔵倉庫３棟、冷凍倉庫１棟の建設予定です。３９ページにお戻りください。

ご審議をお願いいたします。 

 

 

農地法第５条の規定による番号３を審議いたします。農業委員９番より補足説

明をお願いいたします。 

 

 

先日現地を確認しました。問題はないと思われますのでご審議の程よろしくお

願いいたします。 

 

 

推進委員松久４番より意見がありましたら、お願いいたします。 

 

 

 特に問題はないと思います。ご審議の程よろしくお願いします。 

 

 

他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がないよう

ですので次に移ります。 



 

 

 

１番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

１番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

１番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

７番委員 

 

 

 

 次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。１番委員。 

 

 

 食品の倉庫とのことですが、工場は○○市で遠いですが他にも工場はあるので

しょうか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

工場は○○市のみで、申請地には、食品の倉庫だけで事務所などは設置しない

とのことです。 

 

 

具体的にはどういったものを取り扱うのでしょうか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

カット野菜や加工品や加工前の野菜も保管すると伺っております。 

 

 

参考にどのくらいの売買価格ですか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

約△△△△円とのことです。 

 

 

その他農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。７番委員。 

 

 

 配置図を見ますと北側に道路が入っていますが、道路の扱いは払下げになって

いるのですか。また、申請地の周りはフェンスで囲ってしまうのか教えてくださ

い。 

 



 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 道路につきましては町道認定されている道路でございます。現在業者の方から

も払下げの希望があるそうで、この後建設課と話を進めていくとのことです。ま

たフェンスは設置せず１０㎝くらいのブロックで囲うとのことです。 

 

 

他に、農業委員の方で質問のある方の挙手をお願いします。質問がないようで

すから、採決したいと思います。農地法第５条の番号３について、許可相当と思

われる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

 続きまして農地法第５条の番号４について事務局より説明をお願いします。 

 

 

 受人 ○○○○○△△△番地△ ○○○○○○○○△△△号 ○○ ○○ 渡

人 大字○○△△△△番地 ○○ ○○ 土地の所在 大字○○字○○○△△△

△番△ 地目 畑 １筆 ５００㎡ 転用目的 自己用住宅 権利内容 使用

貸借権 許可日から３０年間 申請内容 職業 会社員 新設 １棟 １０２．

６８㎡ 平屋建て 取得状況 昭和４０年１１月１５日 相続 仮登記・抵当権 

無 位置 第１種農地 農用地区域外 宅地に接続 今回の申請地は、農用地か

らの除外の件で、以前の総会で意見をいただいた案件です。 

４６ページをご覧ください。場所は大字○○字○○○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

受人は、○○市のアパートで妻と暮らしているが、将来子供が出来た時のこと

を考え住宅を計画しました。申請地は実家の隣で、子育てや、将来の親の介護な

どを考慮し選定したそうです。 

３９ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

 

農地法第５条の規定による番号３を審議いたします。農業委員６番より補足説



 

 

 

６番委員 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

大沢２番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

明をお願いいたします。 

 

 

連絡がなかったのですが、一般住宅ですので問題はないと思います。 

 

 

推進委員大沢２番より意見がありましたら、お願いいたします。 

 

 

 私には連絡がありまして現地確認しました。現地は盛土が必要で隣地の地権者

に影響が出ないか気になりました。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 申請人からは、周辺農地に被害が出ないように注意します。万が一被害が出た

場合は申請人の方で速やかに対処しますとのことでございます。 

 

 

他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がないよう

ですので次に移ります。 

 次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。 

 

 

質問がないようですから、採決したいと思います。農地法第５条の番号４につ

いて、許可相当と思われる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

５条の審議が終わりましたので事務局長より審議結果の確認をお願いします。 

 

 

農地法第５条の番号１から番号４の案件につきましては許可相当と議決され



 

 

 

議 長 

 

 

 

 

会長代理 

ました。 

 

 

議案のすべてを審議いたしましたので、これで会議を閉じ議長の任を解かさせてい

ただきます。慎重審議ありがとうございました。 

閉会を会長代理、お願いいたします。 

 

 

 以上をもちまして、第６回の農業委員会総会を終了します。慎重審議ありがとう

ございました。 

 

 

上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

   令和５年６月２６日 

 

 

     議  長 

 

 

     署名委員 

 

 

署名委員 

 


